
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県では、動物の愛護及び管理に関する施策を推進するため、環境大臣

が定めた基本指針に即して平成 20年３月に「長野県動物愛護管理推進計画」

（平成 26年３月第１次改定）を定めています。 

今般、動物愛護管理法の改正や基本指針の見直しを受け、推進計画を改定

しました。 

「長野県動物愛護管理推進計画」を改定しました 

 長野県（健康福祉部）プレスリリース 令和４年（2022 年）３月 25 日 

１ 計画の概要 

計画の性格 

 環境大臣が定めた 「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に

推進するための基本的な指針」（以下「基本指針」という。）に即

し、本県の実情も踏まえて長野県が定めるもの。 

 本県の動物の愛護及び管理に関する施策の基本となる計画。 

計画の期間 令和４年度から令和 12 年度まで (９か年間) 

計画の進行管理 

 毎年、計画の達成状況を点検し、動物愛護管理推進懇談会*の意見

も伺いながら施策に反映。 

*関係団体、中核市、県関係機関等で構成 

２ 推進計画の主な改正点 

○ 重点施策の明確化 

国の基本指針の見直しや動物愛護管理法改正、社会情勢の変化、当県のこれま

での取組の振返りを踏まえた上で、新たな課題などの整理を行い、重点的に取り

組む施策などを明確化しました。 

重
点
施
策 

① 猫問題への対策 

② 多頭飼育問題への対策 

③ 災害対策 

④ 動物取扱業への対応 

⑤ 動物介在活動 

＋ 

継
続
的
施
策 

① 犬及び猫の引取・致死処分の減少 

② 動物による人への危害・迷惑防止 

③ 動物の適正飼養の普及啓発活動 

④ 関係機関との連携 

○ 数値目標の追加 

数値目標を従来の６項目から 20 項目に増やすなど、それぞれの施策の進捗状

況を評価しやすくしました。 

従
来
目
標 

 犬及び猫の引取数 

 犬の返還率 

 犬及び猫の譲渡率 

 狂犬病予防注射率 

＋ 

主
な
追
加
目
標 

 猫の苦情件数 

 犬及び猫の殺処分数 

 各種研修会等の実施回数 

 ペットの同行避難訓練の実施回数など 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉部 食品・生活衛生課 乳肉・動物衛生係 

（課長）吉田 徹也  （担当）髙井 剛介 金子 奈佑香 

電話：026-235-7154（直通） 

    026-232-0111（内線 2656） 

FAX：026-232-7288 

E-mail shokusei@pref.nagano.lg.jp 

 

 

３ 住民意見公募の概要 

○ 意見公募の期間 

令和３年 12月 24日（金）から令和４年１月 24日（月）まで 

○ 受付数及び主な意見 

意見者 件数 延べ意見数 主な意見（件数） 

個人 47名 

団体７名 
57 418 

 動物取扱業への監視指導の強化等(201） 

 畜産動物の動物福祉（ｱﾆﾏﾙｳｪﾙﾌｪｱ）の推進(44) 

 多頭飼育問題を解決する施策の推進(33） 

 その他（140） 

 
 


